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東日本大震災により被災（住居の全半壊等）された組合員及び被扶養者については、本年７月１日以降当組
合が交付した「一部負担金等免除証明書」（以下、「証明書」といいます。）を保険医療機関や保険薬局の窓口に
組合員証に添えて提示をすることにより、医療費の一部負担金（１割～３割）が免除されています。
しかしながら、本年３月11日から「証明書」の交付を受けるまでの期間については、保険医療機関等で一部
負担金をお支払いいただいておりましたので、当該期間等に係る一部負担金等の還付を行うことになりました。
還付申請の方法は、次のとおりです。

【還付対象者】
① 平成23年３月11日～６月30日までの期間に免除要件に該当していたが、一部負担金等を支払った方
② 平成23年７月１日以降、証明書を提出できずに一部負担金等を支払った方

【還付申請書類】
① 一部負担金等還付申請書（共済組合事務担当課又は当組合ホームページの「申請書類一覧」から入手して
ください。）
② 医療機関等の領収書（原本）

③ 一部負担金等免除証明書の写し

【申請締切日】　　平成23年12月28日（水）〔共済組合必着〕

【還付金の送金】
還付金は、平成24年３月に共済組合登録の組合員口座へ振り込みます。

※ 還付の対象となるのは、一部負担金、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る標準負担額です。
差額ベッド代など、保険外の費用は還付の対象となりません。

東日本大震災により被災された方からの申請により一部負担金等免除証明書（以下「証明書」といいます。）
を交付していますが、次の要件による申請には締切りがありますのでご注意ください。
また、この「証明書」が無いと上記の一部負担金等の還付は受けられませんので、免除対象となる組合員の
皆さんは、至急免除申請の手続きをされますようご案内いたします。

【締切りとなる免除要件】
●東日本大震災により、組合員又は被扶養者の居住する家屋が全・半壊の被害を受けた場合
※ 他の要件については、引続き申請を受付けます。
※ 免除申請についての詳細は、いばらき共済平成23年９月号（No.271）をご覧下さい。

【免除申請締切日】
●平成23年11月30日（水）〔共済組合必着〕

お問い合わせ先　　共済組合保険課　Tel 029－ 301－ 1413

東日本大震災による被災者に係る
一部負担金等の還付を行います。
還付申請締切日　　平成 23 年 12 月 28 日（共済組合必着）

「一部負担金等免除申請」の締切日について
申請締切日　平成 23 年 11 月 30 日 ( 共済組合必着 )

2

短期経理の状況（平成23年8月末）

現職の組合員数は２万６,０３７人、任意継続組合員数は１,２９６人、合計２万７,３３３人で前年同月より４１９人減
少しています。掛金等の算定基礎となる給料総額は、約８８億７千４百万円（掛金・負担金が免除される育児
休業者の給料は除いています。）で前年同月より約４億４千６百万円減少していますが、本年度は短期財源率を
引き上げましたので、収入は前年同月より約７億５百万円増加しています。支出は、入院、外来などの保健給
付は前年同月より約１億８千万円減少していますが、高齢者拠出金等並びに災害見舞金及び災害見舞金附加金
の増加により全体では前年同月より約４千２百万円増加しています。８月末における収支は約７億８千３百万
円の黒字となっていますが、本年６月末における黒字額約１４億円と比べると２カ月間で６億１千７百万円の損
失が発生したことになります。今年度下半期の収支についても厳しい状況が見込まれますので、支出抑制を図
るため組合員とご家族の皆さんには適正受診のご協力をお願いします。

（単位：円）

休業給付計

入院

1,113,288,731

76,154,904

770,331,382

247,460,601

261,696,251

132,869,512

外来 歯科

517,393,235

2,538,387,000

薬剤支給

83,979,606

300,874,223

その他

2,746,689,205

6,042,435,445

保険給付計③

2,926,467,260

5,999,632,329

前年同月④

▲ 179,778,055

42,803,116

差引（③－④）

100.71%

93.86%

前年比③／④

災害給付計 附加給付計 拠出金等計 その他 支出合計⑤ 前年同月⑥ 差引（⑤－⑥）前年比⑤／⑥

【支出】 ※介護納付金等を除く。

前年同月

差引

平成23年
8月末 3,004,132,052

271,926,197

2,732,205,855

3,037,686,550

231,772,950

2,805,913,600

掛金 負担金

6,041,818,602

503,699,147

5,538,119,455

小計

459,223,287

59,962,884

399,260,403

任意継続掛金

6,501,041,889

563,662,031

5,937,379,858

掛金等収入計

324,392,646

141,779,310

182,613,336

その他収入

6,825,434,535

705,441,341

6,119,993,194

収入合計

111.53%

前年比

（単位：円）【収入】 ※介護掛金・負担金等を除く。

前年同月

差引

平成23年8月末 8,563,978,346

▲ 486,579,911

▲ 69,285,939

7,697,131

8,494,692,407

▲ 478,882,780

9,050,558,257 ▲ 76,983,070 8,973,575,187

組合員① 育児休業② 小計（①－②）

379,655,852

32,666,908

346,988,944

任意継続掛金算定
に係る基礎給料

8,874,348,259

▲ 446,215,872

9,320,564,131

給料総額

（単位：円）【掛金等の算定基礎となる給料総額】 ※７５歳以上の組合員を除く。

前年同月

差引

平成23年8月末 26,037

▲ 442

1,296

23

27,333

▲ 419

26,479 1,273 27,752

組合員 任意継続組合員 合計

（単位：人）【組合員数】 ※長期組合員及び市町村長長期組合員除く。

（単位：円）（単位：円）

収入合計

6,042,435,4456,825,434,535 782,999,090

支出合計 差引 収入

221,067249,714 28,647

支出 差引

【収支】 【組合員1人当たりの収入・支出】




